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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の周期的に運動する診断部位を超音波走査して得られる受信信号を、少なくとも
１周期以上の所定期間について取得するデータ取得ユニットと、
　前記受信信号を用いて時系列的な超音波画像データを生成するデータ生成ユニットと、
　第１の時相における前記超音波画像データに、複数の関心領域を設定する関心領域設定
ユニットと、
　前記第１の時相を基準として、前記第１の時相とは異なる第２の時相へ向けて、前記複
数の関心領域の位置情報を追跡し、前記所定期間に亘る前記各関心領域についての追跡経
路を得る第１の追跡処理を行う第１の追跡ユニットと、
　前記第２の時相における前記超音波画像データに、追跡対象を設定する追跡対象設定ユ
ニットと、
　前記各関心領域についての追跡経路のうち前記追跡対象に対応する追跡経路を用いて、
前記第２の時相を基準として前記追跡対象の位置情報を追跡する第２の追跡処理を行う第
２の追跡ユニットと、
　を具備する超音波診断装置。
【請求項２】
　前記追跡対象設定ユニットは、前記診断部位の内膜もしくは外膜上のある１点に関する
局所的な法線方向で得られる内外膜間の厚さに相当するペアとなる１点を各々対応する外
膜もしくは内膜上で定め、前記厚さに相当するペア間の位置を等分することで、前記追跡
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対象として前記診断部位の中層の位置を設定する請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記第２の追跡ユニットは、前記第２の時相を開始時相として、前記所定期間の各時相
における前記追跡対象の位置情報を追跡する前記第２の追跡処理を行う請求項１又は２記
載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記第２の追跡ユニットは、
　前記第１の心時相において設定された前記複数の関心領域の内部で前記追跡対象の複数
箇所の候補点を設定し、
　前記第１の追跡処理によって得られる、前記複数箇所の候補点に対応する複数の追跡経
路のうち、前記第２の時相において期待される前記追跡対象に関する最寄りの位置を通る
追跡経路を用いて、前記第２の追跡処理を行う請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の
超音波診断装置。
【請求項５】
　少なくとも前記追跡対象の位置情報を用いて定義される運動情報を、所定の形態で前記
超音波画像データと重畳させて又は並べて表示するための運動情報画像を生成する画像生
成ユニットと、
　前記生成された運動情報画像を表示する表示ユニットと、
　をさらに具備する請求項１乃至４のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記画像生成ユニットは、
　前記第２の追跡処理により得られた、前記診断対象の内外膜に相当する前記複数の関心
領域の少なくとも一方の輪郭位置と、前記追跡対象としての前記診断対象の中膜に相当す
る輪郭位置と、前記関心領域と、を所定数の区画に区分する厚さ方向のしきり線の位置と
によって構成される枠線を設定し、
　前記所定期間の各時相の超音波画像データ上に、前記枠線を対応する位置に重畳させた
前記運動情報画像を生成す請求項５記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記画像生成ユニットは、
　前記第２の追跡処理により得られた、前記診断対象の内外膜に相当する前記複数の関心
領域の二つの端点と当該端点間に存在する一つ以上の中層点とを結ぶ複数の線分によって
構成されるストレインゲージを所定数設定し、
　前記所定期間の各時相の超音波画像データ上に前記各ストレインゲージを対応する位置
に重畳させたストレインゲージ画像を、前記運動情報画像として生成する請求項５記載の
超音波診断装置。
【請求項８】
　前記第２の時相は、前記第１の時相より時間的に前である請求項１乃至７のうちいずれ
か一項記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記第１の時相は収縮末期であり、前記第２の時相は拡張末期である請求項１乃至８の
うちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記追跡対象は、拡張末期において被検体の心臓壁を複数に等分する中膜である請求項
１乃至９のうちいずれか１項記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記第１の追跡ユニットは、パターンマッチングを含む移動ベクトル推定処理から得ら
れた動き情報を用いて前記それぞれの追跡経路を得る請求項１乃至１０のいずれか１項記
載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　被検体の周期的に運動する診断部位を超音波走査して得られる受信信号を、少なくとも



(3) JP 5491836 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

１周期以上の所定期間について記憶する記憶ユニットと、
　前記受信信号を用いて時系列的な超音波画像データを生成するデータ生成ユニットと、
　第１の時相における前記超音波画像データに、複数の関心領域を設定する関心領域設定
ユニットと、
　前記第１の時相を基準として、前記第１の時相とは異なる第２の時相へ向けて、前記複
数の関心領域の位置情報を追跡し、前記所定期間に亘る前記各関心領域についての追跡経
路を得る第１の追跡処理を行う第１の追跡ユニットと、
　前記第２の時相における前記超音波画像データに、追跡対象を設定する追跡対象設定ユ
ニットと、
　前記各関心領域についての追跡経路のうち前記追跡対象に対応する追跡経路を用いて、
前記第２の時相を基準として前記追跡対象の位置情報を追跡する第２の追跡処理を行う第
２の追跡ユニットと、
　を具備する超音画像処理装置。
【請求項１３】
　前記追跡対象設定ユニットは、内膜もしくは外膜上のある１点に関する局所的な法線方
向で得られる内外膜間の厚さに相当するペアとなる１点を各々対応する外膜もしくは内膜
上で定め、前記厚さに相当するペア間の位置を等分することで、前記追跡対象として前記
診断部位の中層の位置を設定する請求項１２記載の超音画像処理装置。
【請求項１４】
　前記第２の追跡ユニットは、前記第２の時相を開始時相として、前記所定期間の各時相
における前記追跡対象の位置情報を追跡する前記第２の追跡処理を行う請求項１２又は１
３記載の超音画像処理装置。
【請求項１５】
　前記第２の追跡ユニットは、
　前記第１の心時相において設定された前記複数の関心領域の内部で前記追跡対象の複数
箇所の候補点を設定し、
　前記第１の追跡処理によって得られる、前記複数箇所の候補点に対応する複数の追跡経
路のうち、前記第２の時相において期待される中層位置に関する最寄りの位置を通る追跡
経路を用いて、前記第２の追跡処理を行う請求項１２又は１３記載の超音画像処理装置。
【請求項１６】
　少なくとも前記追跡対象の位置情報を用いて定義される運動情報を、所定の形態で前記
超音波画像データと重畳させて又は並べて表示するための運動情報画像を生成する画像生
成ユニットと、
　前記生成された運動情報画像を表示する表示ユニットと、
　をさらに具備する請求項１２乃至１５のうちいずれか一項記載の超音画像処理装置。
【請求項１７】
　前記画像生成ユニットは、
　前記第２の追跡処理により得られた、前記診断対象の内外膜に相当する前記複数の関心
領域の少なくとも一方の輪郭位置と、前記追跡対象としての前記診断対象の中膜に相当す
る輪郭位置と、前記関心領域と、を所定数の区画に区分する厚さ方向のしきり線の位置と
によって構成される枠線を設定し、
　前記所定期間の各時相の超音波画像データ上に、前記枠線を対応する位置に重畳させた
前記運動情報画像を生成す請求項１６記載の超音画像処理装置。
【請求項１８】
　前記画像生成ユニットは、
　前記第２の追跡処理により得られた、前記診断対象の内外膜に相当する前記複数の関心
領域の二つの端点と当該端点間に存在する一つ以上の中層点とを結ぶ複数の線分によって
構成されるストレインゲージを所定数設定し、
　前記所定期間の各時相の超音波画像データ上に前記各ストレインゲージを対応する位置
に重畳させたストレインゲージ画像を、前記運動情報画像として生成する請求項１６記載
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の超音画像処理装置。
【請求項１９】
　前記第２の時相は、前記第１の時相より時間的に前である請求項１２乃至１８のうちい
ずれか一項記載の超音画像処理装置。
【請求項２０】
　前記第１の時相は収縮末期であり、前記第２の時相は拡張末期である請求項１２乃至１
９のうちいずれか一項記載の超音画像処理装置。
【請求項２１】
　前記追跡対象は、拡張末期において被検体の心臓壁を複数に等分する中膜である請求項
１２乃至２１のうちいずれか１項記載の超音画像処理装置。
【請求項２２】
　前記第１の追跡ユニットは、パターンマッチングを含む移動ベクトル推定処理から得ら
れた動き情報を用いて前記それぞれの追跡経路を得る請求項１２乃至２１のいずれか１項
記載の超音画像処理装置。
【請求項２３】
　被検体の周期的に運動する診断部位に関する撮像データを、少なくとも１周期以上の所
定期間について取得するデータ取得ユニットと、
　前記撮像データを用いて時系列的な画像データを生成するデータ生成ユニットと、
　第１の時相における前記画像データに、複数の関心領域を設定する関心領域設定ユニッ
トと、
　前記第１の時相を基準として、前記第１の時相とは異なる第２の時相へ向けて、前記複
数の関心領域の位置情報を追跡し、前記所定期間に亘る前記各関心領域についての追跡経
路を得る第１の追跡処理を行う第１の追跡ユニットと、
　前記第２の時相における前記画像データに、追跡対象を設定する追跡対象設定ユニット
と、
　前記各関心領域についての追跡経路のうち前記追跡対象に対応する追跡経路を用いて、
前記第２の時相を基準として前記追跡対象の位置情報を追跡する第２の追跡処理を行う第
２の追跡ユニットと、
　を具備する医用画像診断装置。
【請求項２４】
　被検体の周期的に運動する診断部位に関する撮像データを、少なくとも１周期以上の所
定期間について記憶する記憶ユニットと、
　前記撮像データを用いて時系列的な画像データを生成するデータ生成ユニットと、
　第１の時相における前記画像データに、複数の関心領域を設定する関心領域設定ユニッ
トと、
　前記第１の時相を基準として、前記第１の時相とは異なる第２の時相へ向けて、前記複
数の関心領域の位置情報を追跡し、前記所定期間に亘る前記各関心領域についての追跡経
路を得る第１の追跡処理を行う第１の追跡ユニットと、
　前記第２の時相における前記画像データに、追跡対象を設定する追跡対象設定ユニット
と、
　前記各関心領域についての追跡経路のうち前記追跡対象に対応する追跡経路を用いて、
前記第２の時相を基準として前記追跡対象の位置情報を追跡する第２の追跡処理を行う第
２の追跡ユニットと、
　を具備する医用画像処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、心壁運動情報等の組織運動情報を取得することができる超音波診断装置、当
該超音波診断装置によって取得された組織運動情報を用いて画像処理を行う超音波診断装
置、超音波画像処理装置、医用画像診断装置及び医用画像処理装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　超音波診断は、超音波プローブを体表から当てるだけの簡単な操作で心臓の拍動や胎児
の動きの様子がリアルタイム表示で得られ、かつ安全性が高いため繰り返して検査を行う
ことができる。この他、システムの規模がＸ線、ＣＴ、ＭＲＩなど他の診断機器に比べて
小さく、ベッドサイドへ移動していっての検査も容易に行えるなど簡便な診断手法である
と言える。この超音波診断において用いられる超音波診断装置は、それが具備する機能の
種類によって様々に異なるが、小型なものは片手で持ち運べる程度のものが開発されてお
り、超音波診断はＸ線などのように被曝の影響がなく、産科や在宅医療等においても使用
することができる。
【０００３】
　心筋等の生体組織に関して、その機能を客観的かつ定量的に評価することは、その組織
の診断にとって非常に重要である。近年、上述した超音波診断装置を利用して、主に心臓
を例として様々な定量的評価法が試みられている。例えば、後述する特許文献１、特許文
献２に記載されているように、２次元や３次元画像中の局所的なパターンマッチングを行
いながら、局所領域の動きを検出することで変位や歪みといった局所の壁運動情報を演算
して表示するスペックルトラッキング技術（Speckle Tracking： 以下「ST」と称する）
が実用化されている。そしてこれらのST法を用いて、例えば後述する特許文献３、特許文
献４に記載されているように、歪み計測用の2点間のペアを結ぶ「ストレインゲージ」の
表示が知られている。これら従来のストレインゲージ表示では、壁厚を内外分離した局所
的なストレインゲージ表示についても述べられており、多層構造を有する心筋内で例えば
内膜側と外膜側とを分離して詳細な壁運動の様子を観察することが可能である。
【０００４】
　ここで、心筋内を内膜側と外膜側とに分けて評価する臨床的な具体的意義の例について
は、例えば後述する非特許文献１にあるように、壁厚変化率（Radial Strain）は壁内で
一様ではなく、例えば健康な心筋では内膜側が外膜側の約２倍伸縮することが知られてい
る。一方、虚血性心疾患に代表される多くの心疾患では内膜側から障害を受けるため、内
膜側のstrainを評価することで、より鋭敏な診断が可能となることが挙げられる。特に、
心内膜下虚血の場合には、内膜側の壁厚変化が低下する一方で外膜側の壁厚変化がこれを
代償的に増大する場合があることは、後述する非特許文献１、非特許文献２若しくは非特
許文献３等に示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１７５０４１号公報
【特許文献２】特開２００３－２５０８０４号公報
【特許文献３】特開２００９－７８１３６号公報
【特許文献４】特願２００８－１６０７４４
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Kuwada Y et al: Transmural Heterogeneity of the Left Ventricular
 Wall: Subendocardial Layer and Subepicardial Layer. Jpn J Cardiol 2000; 35; 205
-218
【非特許文献２】Maruo T et al. Am J Physiol 2007; 292 :H921-927
【非特許文献３】T. Ishizu et al: “Impaired Subendocardial and Compensated Subep
icardial Wall Thickening at Rest in Patients with Severe Coronary Stenosis but V
isually Normal Wall Motion” , JCS2008 abstrac
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　ところで、上記非特許文献３等に記載されている従来の手法では、収縮末期（End-Syst
ole:ES）時相で内外膜の初期輪郭を設定し、初期輪郭での内外膜の中点として中膜位置を
決めて追跡する手法が示されている。これは、心臓の短軸像では拡張末期（End-Diastole
:ED）時相で初期輪郭を設定して追跡を開始すると、out-of-plane motionの影響で内膜境
界部位に相関の低い内膜のエコーパターンが出現する(A)ことが一因で内膜輪郭の追跡が
外れることが多いためである。
【０００８】
　ここで、STでは組織の動き情報を精度良く求めるため、組織領域のみで移動ベクトルの
推定を行う。組織領域は最初に初期輪郭によって定められ、残余の時相では推定された移
動ベクトルに基づく動き情報を用いて追跡された輪郭で決まる。ここで、スペックルのノ
イズや変動により移動ベクトルは不正な方向を有する場合があるのを考慮して、空間的に
多数の移動ベクトルを推定しておいて、統計処理により不正なものを除去する処理がSTで
は一般的となっている。そして対象としている輪郭位置を追跡するのに必要な動き情報を
求める際には、統計処理で選定されることで生き残った最寄りの移動ベクトルを複数個用
いて空間的な補間を行うのが好適である。
【０００９】
　この様な一連のST処理において、上記out-of-plane motionの影響で内膜境界部位に相
関の低い内膜のエコーパターンが出現するケースでは、収縮期に内膜の輪郭が今まで心筋
組織の境界であった部分から心腔内へと向かって移動する。この際に相関の低いパターン
マッチングが起こると、生き残る高精度な移動ベクトルが最寄り位置に少なくなる影響で
動き情報の精度が低下し、追跡が外れ易い。
【００１０】
　これとは逆にESから追跡を開始した場合は、収縮期に上記(A)を時間的に逆行する際に
内膜の輪郭が今まで心筋組織の境界であった部分から心筋内部へと向かって移動する。す
ると、組織部位から得られる高精度な移動ベクトルの個数が相対的に多いので、生き残っ
た移動ベクトルの精度が良くなり追跡が外れ難い。結果、短軸像ではESから追跡を開始し
た方がEDから追跡を開始するよりも追跡の精度が良くなる。
【００１１】
　この様な分析のもと、従来の手法では、以下の事情により、内外膜を分離した壁厚変化
率（Radial Strain）RS(t)が正確に評価できないという問題が存在する。
【００１２】
　すなわち、壁厚変化率RS(t)は、ED時相で内外膜間の壁厚方向の長さを基準長L0とし、
各時相(t)での長さL(t)の変化率として次式で得られる。
【００１３】
RS(t)=100*(L(t)-L0)/L0 [%]　（式１）
ES時相近傍でRS(t)はピーク値を有し、このRSのピーク値は局所的な心筋の収縮能を反映
する。
【００１４】
　一方、内外を分離したRS(t)を評価するには、ED時相で壁厚を２等分する位置に中層位
置を定め、内膜と中層間の長さの変化率RS_inner(t)と、中層と外膜間の長さの変化率RS_
outer(t)を求める。この際、内外各々のRS(t)のES時相近傍での値を正しく評価するには
、前述の中層位置をEDからESへ向けて追跡して得る必要がある。もし、EDから追跡を開始
しても内外膜位置の追跡が正確であれば特に問題は生じない。ところが前述したように、
短軸像ではEDから追跡を開始すると内膜位置の追跡精度が悪いため、内外分離以前に壁厚
全体のRSを正確に評価することが出来なくなる。
【００１５】
　壁厚全体のRS(t)を正確に評価するためにESから追跡を開始すると、中層位置をES時相
で設定した内外膜の壁厚を２等分する位置で与えてESからEDへ向けて追跡して得ることに
なるため、追跡後のEDでの中層位置は本来の定義によるEDでの内外膜間の壁厚方向を２等
分した位置とは異なってしまう。
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【００１６】
　この問題の様子を図１４（ａ）、図１４（ｂ）に単純なモデルで示した。このモデルは
簡単のために1次元で考えており、縦軸が壁厚方向、横軸が時間方向に対応している。図
示したように設定した値は各々、RS_inner(ES)=160%、RS_ outer (ES)=80%、壁厚WT(ED)=
10mmなので、WT(ES)=22mmとなる。EDで２等分された内膜側は外膜側の２倍伸びるという
設定である。
【００１７】
　図１４（ａ）に示すように、EDで中層を2分すれば内外共にL0は5mmとなる。そしてESで
設定値通りのRS(ES)を得る中層位置は、外膜から見て9mm、内膜から見て13mmの位置とな
る。
【００１８】
一方、図１４（ｂ）に示すように、ESで中層を2分するとESでの中層位置は内外膜から見
て共に11mmとなる。この位置は160%に設定したRS_inner(ES)の領域に含まれているので、
RS_inner(ES)=160%となるようにEDでの中層位置を逆算すると、外膜から見て5.77mm、内
膜から見て4.23mmの位置となる。この場合、RS_ outer (ES)=91%と外膜側が設定値より過
大評価され、結果、内膜側は外膜側の1.77倍しか伸びていないように観察される。
【００１９】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、心臓の内外膜を分離した壁厚変化率をよ
り正確に評価することができる超音波診断装置、超音波画像処理装置、医用画像診断装置
及び医用画像処理装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明は、上記目的を達成するため、次の様な手段を講じている。
【００２１】
　請求項１に記載の発明は、被検体の周期的に運動する診断部位を超音波走査して得られ
る受信信号を、少なくとも１周期以上の所定期間について取得するデータ取得ユニットと
、前記受信信号を用いて時系列的な超音波画像データを生成するデータ生成ユニットと、
第１の時相における前記超音波画像データに、複数の関心領域を設定する関心領域設定ユ
ニットと、前記第１の時相を基準として、前記第１の時相とは異なる第２の時相へ向けて
、前記複数の関心領域の位置情報を追跡し、前記所定期間に亘る前記各関心領域について
の追跡経路を得る第１の追跡処理を行う第１の追跡ユニットと、前記第２の時相における
前記超音波画像データに、追跡対象を設定する追跡対象設定ユニットと、前記各関心領域
についての追跡経路のうち前記追跡対象に対応する追跡経路を用いて、前記第２の時相を
基準として前記追跡対象の位置情報を追跡する第２の追跡処理を行う第２の追跡ユニット
と、を具備する超音波診断装置である。
　請求項１２に記載の発明は、被検体の周期的に運動する診断部位を超音波走査して得ら
れる受信信号を、少なくとも１周期以上の所定期間について記憶する記憶ユニットと、前
記受信信号を用いて時系列的な超音波画像データを生成するデータ生成ユニットと、第１
の時相における前記超音波画像データに、複数の関心領域を設定する関心領域設定ユニッ
トと、前記第１の時相を基準として、前記第１の時相とは異なる第２の時相へ向けて、前
記複数の関心領域の位置情報を追跡し、前記所定期間に亘る前記各関心領域についての追
跡経路を得る第１の追跡処理を行う第１の追跡ユニットと、前記第２の時相における前記
超音波画像データに、追跡対象を設定する追跡対象設定ユニットと、前記各関心領域につ
いての追跡経路のうち前記追跡対象に対応する追跡経路を用いて、前記第２の時相を基準
として前記追跡対象の位置情報を追跡する第２の追跡処理を行う第２の追跡ユニットと、
を具備する超音画像処理装置である。
　請求項２３に記載の発明は、被検体の周期的に運動する診断部位に関する撮像データを
、少なくとも１周期以上の所定期間について取得するデータ取得ユニットと、前記撮像デ
ータを用いて時系列的な画像データを生成するデータ生成ユニットと、第１の時相におけ
る前記画像データに、複数の関心領域を設定する関心領域設定ユニットと、前記第１の時
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相を基準として、前記第１の時相とは異なる第２の時相へ向けて、前記複数の関心領域の
位置情報を追跡し、前記所定期間に亘る前記各関心領域についての追跡経路を得る第１の
追跡処理を行う第１の追跡ユニットと、前記第２の時相における前記画像データに、追跡
対象を設定する追跡対象設定ユニットと、前記各関心領域についての追跡経路のうち前記
追跡対象に対応する追跡経路を用いて、前記第２の時相を基準として前記追跡対象の位置
情報を追跡する第２の追跡処理を行う第２の追跡ユニットと、を具備する医用画像診断装
置である。
　請求項２４に記載の発明は、被検体の周期的に運動する診断部位に関する撮像データを
、少なくとも１周期以上の所定期間について記憶する記憶ユニットと、前記撮像データを
用いて時系列的な画像データを生成するデータ生成ユニットと、第１の時相における前記
画像データに、複数の関心領域を設定する関心領域設定ユニットと、前記第１の時相を基
準として、前記第１の時相とは異なる第２の時相へ向けて、前記複数の関心領域の位置情
報を追跡し、前記所定期間に亘る前記各関心領域についての追跡経路を得る第１の追跡処
理を行う第１の追跡ユニットと、前記第２の時相における前記画像データに、追跡対象を
設定する追跡対象設定ユニットと、前記各関心領域についての追跡経路のうち前記追跡対
象に対応する追跡経路を用いて、前記第２の時相を基準として前記追跡対象の位置情報を
追跡する第２の追跡処理を行う第２の追跡ユニットと、を具備する医用画像処理装置であ
る。
【発明の効果】
【００２５】
　以上本発明によれば、心臓の内外膜を分離した壁厚変化率をより正確に評価することが
できる超音波診断装置、超音波画像処理装置、医用画像診断装置及び医用画像処理装置を
実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の構成図である。
【図２】図２は、本運動情報生成機能に従う処理（運動情報生成処理）の流れを示したフ
ローチャートである。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る逆行追跡・再配置・再追跡を含む追跡処理の詳細
な流れを示したフローチャートである。
【図４】図４（ａ）、図４（ｂ）は、ED1時相での内外輪郭上の追跡点の再配置処理を説
明するための図である。
【図５】図５（ａ）、図５（ｂ）は、第１の実施形態に係る超音波診断装置によって得ら
れる効果を説明するための図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る超音波診断装置によって得られる効果を説明する
ための図である。
【図７】図７は、第１の実施形態に係る超音波診断装置によって得られる効果を説明する
ための図である。
【図８】図８は、第１の実施形態に係る超音波診断装置によって得られる効果を説明する
ための図である。
【図９】図９は、第１の実施形態に係る超音波診断装置によって得られる効果を説明する
ための図である。
【図１０】図１０は、第１の実施形態に係る超音波診断装置によって得られる効果を説明
するための図である。
【図１１】図１１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置によって得られる効果を説明
するための図である。
【図１２】図１２は、第２の実施形態に係る逆行追跡・再配置・再追跡を含む追跡処理の
詳細な流れを示したフローチャートである。
【図１３】図１３は、第２の実施形態に係る逆行追跡・再配置・再追跡を含む追跡処理を
説明するための図である。
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【図１４】図１４（ａ）、図１４（ｂ）は、本願に係る発明が解決しようとする課題を説
明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本発明の第１実施形態乃至第３の実施形態を図面に従って説明する。なお、以下
の説明において、略同一の機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、
重複説明は必要な場合にのみ行う。
【００２８】
　（第１実施形態）
　以下、本発明の実施形態を図面に従って説明する。以下の説明において、略同一の機能
及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行
う。
【００２９】
　なお、本実施形態においては、本発明の技術的思想を超音波診断装置に適用する場合を
例として説明する。しかしながら、これに拘泥されることなく、本発明の技術的思想は、
ワークステーション、パーソナルコンピュータ等を用いた超音波画像処理装置についても
適用可能である。
【００３０】
　また、本実施形態に係る各構成要素によって実現される機能、特に後述する移動ベクト
ル処理ユニット１９、画像生成ユニット２１、運動情報演算ユニット３７によって実現さ
れる機能については、当該各構成要素と同様の処理を実行するソフトウェアプログラムを
ワークステーション等のコンピュータ、コンピュータ機能を有する超音波診断装置等にイ
ンストールし、これらをメモリ上で展開することによっても実現することができる。この
とき、コンピュータに当該手法を実行させることのできるプログラムは、磁気ディスク（
フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスクなど）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、
ＤＶＤなど）、半導体メモリなどの記録媒体に格納して頒布することも可能である。
【００３１】
　図１は、本実施形態に係る超音波診断装置１の構成図である。本超音波診断装置１０は
、超音波プローブ１１、送信ユニット１３、受信ユニット１５、Ｂモード処理ユニット１
７、移動ベクトル処理ユニット１９、画像生成ユニット２１、表示ユニット２３、制御ユ
ニット（ＣＰＵ）３１、運動情報演算ユニット３７、記憶ユニット３９、操作ユニット４
１、通信ユニット４３を具備している。なお、本発明を超音波画像処理装置に適用する場
合には、例えば図１の点線内がその構成要素となる。
【００３２】
　超音波プローブ１１は、送信ユニット１３からの駆動信号に基づき超音波を発生し、被
検体からの反射波を電気信号に変換する複数の圧電振動子、当該圧電振動子に設けられる
整合層、当該圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有してい
る。当該超音波プローブ１１から被検体に超音波が送信されると、生体組織の非線形性等
により、超音波の伝播に伴って種々のハーモニック成分が発生する。送信超音波を構成す
る基本波とハーモニック成分は、体内組織の音響インピーダンスの境界、微小散乱等によ
り後方散乱され、反射波（エコー）として超音波プローブ１１に受信される。
【００３３】
　送信ユニット１３は、図示しない遅延回路およびパルサ回路等を有している。パルサ回
路では、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で、送信超音波を形成する
ためのレートパルスが繰り返し発生される。また、遅延回路では、チャンネル毎に超音波
をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要な遅延時間が、各レートパルスに
与えられる。送信ユニット１３は、このレートパルスに基づくタイミングで、所定のスキ
ャンラインに向けて超音波ビームが形成されるように振動子毎に駆動パルスを印加する。
【００３４】
　受信ユニット１５は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器等を有してい
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る。アンプ回路では、プローブ１１を介して取り込まれたエコー信号をチャンネル毎に増
幅する。Ａ／Ｄ変換器では、増幅されたエコー信号に対し受信指向性を決定するのに必要
な遅延時間を与え、その後加算器において加算処理を行う。この加算により、所定のスキ
ャンラインに対応した超音波エコー信号を生成する。
【００３５】
　Ｂモード処理ユニット１７は、受信ユニット１５から受け取った超音波エコー信号に対
して包絡線検波処理を施すことにより、超音波エコーの振幅強度に対応したＢモード信号
を生成する。
【００３６】
　移動ベクトル処理ユニット１９は、時相の異なる二つの２次元画像データ間や時相の異
なる二つのボリュームデータ間でパターンマッチング処理を用いて組織の移動位置を検出
し、この移動位置に基づいて各組織の移動ベクトル（又は速度）を求める。具体的には、
一方の２次元画像データ内の関心領域について、最も類似性の高い他方の２次元画像デー
タ等内の関心領域を求め、この関心領域間の距離を求めることで、組織の移動ベクトルを
求めることができる。また、この移動ベクトルの大きさ（すなわち移動量）を２次元画像
データのフレーム間の時間差（ボリュームデータ間の時間差）で除することにより、組織
の移動速度を求めることができる。この処理を２次元画像データ上の各位置でフレームバ
イフレームにて（又は３次元画像データ上の各位置でボリュームバイボリュームにて）行
うことにより、組織の変位（移動ベクトル）又は組織の速度に関する時空間分布データ（
移動ベクトル情報）を取得することができる。
【００３７】
　画像生成ユニット２１は、Ｂモード信号の所定断層に係る２次元分布を表したＢモード
超音波像を生成する。また、画像生成ユニット２１は、内外膜、中膜の変位を線分で可視
化するためのストレインゲージ画像、運動情報演算ユニット３７において計算された運動
情報を用いて、当該運動情報が超音波画像上の対応する位置に重畳された画像（運動情報
画像）等を生成する。
【００３８】
　表示部２３は、画像生成ユニット２１からのビデオ信号に基づいて、後述するように超
音波画像、運動情報画像、ストレインゲージ画像等を所定の形態で表示する。また、表示
部２３は、画像上の解剖学的位置を示すための支援情報やマーカ（marker）、カラーコー
ド化された物理量の大きさを示すカラーバーを表示する。
【００３９】
　制御ユニット（ＣＰＵ）３１は、情報処理装置（計算機）としての機能を持ち、本超音
波診断装置本体の動作を静的又は動的に制御する。特に、制御ユニット３１は、記憶ユニ
ット３９に記憶された専用プログラムを図示していないメモリに展開することで、後述す
る運動情報生成機能を実行する。
【００４０】
　運動情報演算ユニット３７は、後述する運動情報生成機能に従う処理において、追跡処
理の結果を用いて、歪み（strain）歪み率（strain rate）等の所定の運動情報を計算す
る。
【００４１】
　記憶ユニット３９は、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディス
クなど）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、半導体メモリなどの記録媒体、及
びこれらの媒体に記録された情報を読み出す装置である。この記憶ユニット３７には、送
受信条件、所定のスキャンシーケンス、各時相に対応する生データや超音波画像データ（
例えば、組織ドプラモード、Ｂモード等によって撮影された組織画像データ）、予め生成
された時相毎のボリュームデータ、組織の移動ベクトル又は組織の速度に関する時空間分
布データ、後述する運動情報生成機能を実現するためのプログラム、診断情報（患者ＩＤ
、医師の所見等）、診断プロトコル、ボディマーク生成プログラム等を記憶する。
【００４２】
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　操作ユニット４１は、装置本体に接続され、オペレータからの各種指示、関心領域（Ｒ
ＯＩ）の設定指示、種々の画質条件設定指示、任意の組織運動情報の選択等を行うための
マウスやトラックボール、モード切替スイッチ、キーボード等を有している。
【００４３】
　通信ユニット４３は、ネットワークを介して他の装置と情報の送受信を行う装置である
。本超音波診断装置１において得られた超音波画像等のデータや解析結果等は、ネットワ
ーク通信ユニット４３よって、ネットワークを介して他の装置に転送可能である。
【００４４】
　（運動情報生成機能）
　次に、本超音波診断装置１が具備する運動情報生成機能について説明する。この機能は
、心臓壁に代表される収縮、拡張運動を行う運動組織について一心周期ED1～ED2の追跡処
理を行う場合に、収縮末期ESにおいて初期設定した輪郭位置（追跡点）を拡張末期ED1ま
で時間的に逆行追跡した後、当該拡張末期EDにおいて再配置し、再配置された追跡点を既
に求めた動き情報に従って再追跡した後、更にはED2まで順行追跡する追跡処理（逆行追
跡・再配置・再追跡を含む追跡処理）を行うことで、内外分離した心壁の運動情報を正確
に生成し評価可能とするものである。
【００４５】
　図２は、本運動情報生成機能に従う処理（運動情報生成処理）の流れを示したフローチ
ャートである。図３は、図２のステップＳ２の「逆行追跡・再配置・再追跡を含む追跡処
理」の詳細な流れを示したフローチャートである。以下、各図を用いて、本運動情報生成
処理の内容について説明する。
【００４６】
　［時系列データの収集：ステップＳ１］
　まず、ある患者に関する心臓の所望の観察部位又は心臓全体等について、少なくとも一
心拍分以上の期間にわたる時系列の２次元画像データ（以下、「時系列２次元画像データ
群」と呼ぶ。）が収集される（ステップＳ１）。すなわち、ある患者に関する心臓の所望
の観察部位を、ある時刻を基準として、時系列（少なくとも一心拍分）の２次元画像デー
タが収集される。
【００４７】
　［逆行追跡・再配置・再追跡を含む追跡処理：ステップＳ２］
　次に、図３に示すように、逆行追跡・再配置・再追跡を含む追跡処理が実行される。
【００４８】
　すなわち、同図に示す処理を実施するように、図１に示した制御ユニット３１は、時系
列２次元画像データに対して運動情報の解析範囲とする一心周期（ED1～ED2）を設定する
と共に、当該一心周期内における収縮末期時相（ES時相）を選定する（ステップＳ２１ａ
、Ｓ２２ａ）。なお、この一心周期（ED1～ED2）の設定、ES時相の選定の手法には、特に
限定はない。例えば、ＥＣＧ信号を規準とする手法、操作ユニット４１からの入力に従う
マニュアル手法等、どのような手法でもよい。
【００４９】
　次に、制御ユニット３１は、ES時相での内外膜の初期輪郭（内外初期輪郭）と、追跡処
理の対象とする追跡点の設定を行う（ステップＳ２３a）。すなわち、制御ユニット３１
は、ES時相の２次元画像データを用いて超音波画像を表示ユニット２３に表示する。表示
された超音波画像上には、心臓の内膜や外膜の他、乳頭筋や腱索などが表されている。操
作者は、表示された画像を観察しながら、心臓の画像データに表されている乳頭筋や腱索
が含まれないように、操作ユニット４１を介して心臓の内膜輪郭を指定する。また、外膜
についても同様に、当該ES時相の超音波画像上において操作ユニット４１を介して心臓の
外膜輪郭を指定することで設定される。操作者によってES時相における内外初期輪郭が設
定されると、移動ベクトル処理ユニット１９は、設定された内外初期輪郭を構成する各点
（追跡点）を設定する。
【００５０】
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　次に、移動ベクトル処理ユニット１９は、拡張末期時相（ED1時相）に向けて内外輪郭
（すなわち追跡点）を逆行追跡（トラッキング）し、各時相における内外輪郭に関する構
成点の座標情報を取得する（ステップＳ２４ａ）。すなわち、移動ベクトル処理ユニット
１９は、ES時相の２次元画像データとES時相からED1時相に向けてこれと時間的に隣り合
う時相の２次元画像データとの間のスペックルパターンを用いたパターンマッチング処理
によって、組織領域で多数の移動ベクトルを推定し（ステップＳ２４１ａ）、推定された
多数の移動ベクトルを平均化等することで、各追跡点に関する動き情報を獲得する（ステ
ップＳ２４２ａ）。移動ベクトル処理ユニット１９は、獲得した動き情報に従って追跡点
（及びこの追跡点によって構成される内外輪郭）を移動させ、次の時相における内外輪郭
を追跡する（ステップＳ２４３ａ）。この追跡処理は拡張末期時相（ED1時相）まで逐次
時相を更新して実行される（ステップＳ２４４ａ、Ｓ２４５ａ）。
【００５１】
　次に、移動ベクトル処理ユニット１９は、ED1時相での内外輪郭上の追跡点を再配置す
る（ステップＳ２５ａ）。すなわち、移動ベクトル処理ユニット１９は、図４（ａ）に示
すように、ED1時相にて内外膜間が輪郭に垂直になるように輪郭上に配置した追跡点を再
配置する。同図では内膜面に垂直になるように外膜輪郭上の追跡点の位置を再配置した例
を示したが、外膜面に垂直になるように内膜輪郭上の追跡点の位置を再配置しても良い。
あるいは、内外膜輪郭上で各々の追跡点の位置を再配置するようにしても良い。このよう
な追跡点の再配置を行った後に、移動ベクトル処理ユニット１９は、内外膜間の中点位置
としてED1時相での中層追跡点を設定する。このようにすれば、ES時相で内外膜の初期輪
郭を設定してもED1時相にて放射状のストレインゲージ表示を得ることができる。
【００５２】
　次に、移動ベクトル処理ユニット１９は、再配置後の輪郭上の内膜もしくは外膜と中層
の位置をステップＳ２４ａでのST法の過程で求めた動き情報を用いて、ED１からESへと再
追跡する。この再追跡の結果、ES時相にて全セグメント（segment）に渡って内外膜間の
ゲージの向きは、図４（ｂ）に示すように、内膜面に垂直ではなくなっていることが解る
。特に、前壁から中隔および後壁から側壁の各部位に着目すると、ストレインゲージが「
く」の字に折れ曲がる方向が従来例とは逆に観察されている点が重要である。
【００５３】
　次に、移動ベクトル処理ユニット１９は、ステップＳ２７ａにおいて得られた内外輪郭
と中層輪郭とを用いて、ES時相からED2時相に向けて追跡し、残りの各時相における内外
輪郭を構成点の座標情報を取得する（ステップＳ２８ａ）。追跡処理の内容は、ステップ
Ｓ２４１ａ～Ｓ２４５ａに示した内容と実質的に同じである。
【００５４】
　［組織運動情報の演算：ステップＳ３］
　運動情報演算ユニット３７は、各心時相における内外輪郭及び中層輪郭を構成する各点
の座標情報から、例えば任意の時刻ｔにおける壁厚変化率RS(t)等を計算する。
【００５５】
　［ストレインゲージ画像等の生成・表示：ステップＳ４］
　画像生成ユニット２１は、各心時相における内外輪郭及び中層輪郭を構成する各点の座
標情報から、対応する内膜輪郭、中層輪郭、外膜輪郭が線分（ストレインゲージ）で結ば
れたストレインゲージを含むストレインゲージ画像を、各時相毎に生成する。また、画像
生成ユニット２１は、必要に応じて、各画像の心筋部位に関する解剖学的セグメントをオ
リエンテーションするための支援情報（すなわち、Sept/Ant/Lat/Post/Infの文字情報）
、計算された組織運動情報がカラーコード化された所定画像を生成する。なお、解剖学的
セグメントは、例えば、内外膜に相当する関心領域の少なくとも一方の輪郭位置と、中層
に相当する輪郭位置と、関心領域と、を所定数の区画に区分する厚さ方向のしきり線の位
置とによって構成される枠線として画像中に設定される。制御ユニット３１は、生成され
たストレインゲージ画像等が所定の形態で表示されるように、表示ユニット２３を制御す
る。



(13) JP 5491836 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

【００５６】
　（効果）
　本超音波診断装置によって得られる効果について、従来技術と比較しながら以下説明す
る。
【００５７】
　図５（ａ）、図５（ｂ）は従来例によるストレインゲージ表示の一例である。図５（ａ
）では、収縮末期時相で内外膜位置に初期輪郭を設定して、ある内膜の位置と、内膜面に
対する放線が外膜と交差する位置とを線分（ストレインゲージ）で結び、複数箇所で表示
している。そして収縮末期時相での内外膜間の中点として中層の位置を与えている。一方
で、図５（ｂ）は拡張末期であり、拡張末期まで前記線分の各位置をST法により追跡した
結果を示している。ここで、従来例では追跡後のED時相にて全セグメントに渡って内外膜
間のゲージの向きは内膜面に垂直ではなくなっていることが解る。特に、前壁から中隔お
よび後壁から側壁の各部位に着目すると、ストレインゲージが「く」の字に折れ曲がって
観察されている。すなわち、これらの部位では、収縮末期から拡張末期の区間に生じた中
膜位置の回転成分が相対的に内外膜位置の回転成分と差があることを意味する。このよう
に従来例においても、心筋の多層構造に起因する複雑な壁運動の直感的把握が可能となる
ことは既知の通りである。
【００５８】
　一方、図４（ａ）、図４（ｂ）に例示した、本超音波診断装置によって得られるストレ
インゲージ画像では、中層輪郭の位置設定の仕方と追跡の仕方が従来法と異なる。すなわ
ち、収縮末期ESにおいて初期設定した輪郭位置（追跡点）を拡張末期EDまで動き情報に従
って追跡した後、当該拡張末期EDにおいて再配置（再設定）し、再配置された追跡点を既
に求めた動き情報に従って再追跡する追跡処理を行うものとなっている。
【００５９】
　この様な、従来のストレインゲージ画像と本超音波診断装置によって得られるストレイ
ンゲージ画像とを比較した場合、本本超音波診断装置によって得られるストレインゲージ
画像の第１の利点は、観察の基準となる時相がESからEDに移る点である。例えば内膜のあ
る部位がEDからESにかけて＋20度時計方向に回転し、ストレインゲージの外膜の対応点が
＋10度回転した場合、従来ではEDにて内外膜間回転差10度が画像上では観察される。これ
はESから見ると内膜は-20度回転し、外膜は-10度回転して互いにずれた位置からEDでのス
トレインゲージが動きだし、時間経過に伴ってESになるとまっすぐに表示されることを意
味する。これに対して本超音波診断装置では、内外膜間回転差10度は一定であるが、EDで
まっすぐに配置されたストレインゲージが動きだし、時間経過に伴って生じる内外の回転
差に対応して徐々に回転成分が成長し、ES時相で内膜は＋20度、外膜は＋10度回転した位
置に観察される。このように本超音波診断装置では、時間経過に従って、内外膜が個別に
回転していく様子が直感的により理解し易くなる。
【００６０】
　また、本超音波診断装置によって得られるストレインゲージ画像の第２の利点は、中層
の位置がEDで内外位置を2分して追跡される点である。これにより先に述べた従来の問題
点が解決され、内外を分離したRS(t)が正確に評価できるようになる。この際にポイント
となるのは、EDで再配置した後の内外膜の輪郭を初期輪郭として、新たに順方向にST法に
よる動き情報の推定をやり直さない点である。何故なら動き情報の推定をやり直してしま
うと、先に述べた理由により内膜の追跡精度が劣化してしまうからである。従って、再配
置点のEDからESへの順行再追跡の際に用いる動き情報は、最初のESからEDへの逆行追跡時
に得られた情報を保持しておいて、再利用することで再配置点の追跡精度を高めることが
可能となる。勿論、最初の逆行追跡時に得られた動き情報（移動ベクトル）がＶの場合に
は、－Ｖとして時間の逆転する順行再追跡に用いる。また、最初の逆行追跡時に得られた
内外膜輪郭位置情報を用いて、この内外膜輪郭上を出来るだけ通るように順行再追跡処理
を制御するのが好適である。
【００６１】
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　なお、中層位置については、変形に伴うスペックルパターン変化が充分に小さくできる
フレームレート条件にあるという前提下において、移動ベクトルの推定箇所を心筋内部で
充分に多数点設けておけば、逆方向で推定した動き情報を用いて順方向に再追跡しても高
精度な追跡が可能となる。
【００６２】
　図６乃至図１１は、上記第２の利点をさらに詳しく説明するための図である。図６乃至
図８は従来技術によって得られる健常例でのRS(t)情報の解析例を示している。図９乃至
図１１は、本超音波診断装置によって得られる同一データでのRS(t)情報の解析例を示し
ている。画像はES時相でのRS(ES)値をカラーコードに変換してBモード像に重畳して表示
している。グラフは円周方向に6分割されたsagmentの各領域に対応するRS(t)と、全領域
で平均したglobalなRS(t)の波形を示している。なお、図６、図９が内外膜間のRS_total(
t)に対応する結果を、図７、図１０が内膜側のみ（内膜－中層間）のRS_inner(t) に対応
する結果を、図８、図１１が外膜側のみ（中層－外膜間）のRS_outer(t)に対応する結果
を各々表している。また、図中の%値は、各々におけるglobalなRS(t)のpeak値を示してい
る。
【００６３】
　図６乃至図１１に示すように、グローバル（global）なRS(t)のpeak値を用いてRSの内
外比（Inner/Outer）を求めた場合、従来技術では１．２であるが、本超音波診断装置で
は２．１であり、既知の臨床的知見（健常例では内膜側が外膜側の約2倍伸縮する）によ
り近づいているものと考えられる。
【００６４】
　また、図６乃至図１１に示した例では、画像中にセグメント（segment）の分割領域と
内外膜および中層の位置を枠線として表示している。従来技術図６～図８では先にストレ
インゲージを用いて説明したように、ESでセグメントを分割しているので各領域が壁に垂
直に等分割されている。これに対し、本超音波診断装置では、EDでセグメントを分割する
ことで、ＥSでは図９乃至図１１に示すようにセグメントの分割線は必ずしも壁に垂直と
はならず、各領域が等分割にならない場合もある。これは上記第一の利点で説明した基準
時相がEDへ移ることに伴う作用である。
【００６５】
　特に中層位置について着目すると、従来技術図６～図８ではESで常に内外膜の中間位置
にあるために、内外膜側のどちらが優位に壁厚変化に寄与しているか直感的に把握するの
が困難なのに対して、本超音波診断装置では、図９乃至図１１に示された後壁や下壁で顕
著なように、ESにて内膜側の壁厚変化が外膜側よりも大きい様子が一目で把握できる。
【００６６】
　（第２実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。第１の実施形態では、ED1で再配置
した内外膜輪郭や中層上の追跡点について、「ED1からESまで順行再追跡」し、更にはED2
まで順行追跡（ST処理）するものであった。これに対し、本実施形態では、ED1からESま
で順行再追跡する代わりに、「ESからED1への最初の逆行追跡処理を複数の中層経路候補
にて実施して、ED1で再配置した内外膜輪郭や中層上の追跡点を通る経路を探索する」こ
とで、内外分離した心壁の運動情報を正確に生成し評価可能とするものである。
【００６７】
　本第２の実施形態と第１の実施形態とを比較した場合、図２のステップＳ２の内容が異
なる。以下、当該ステップＳ２の内容を中心に説明する。なお、本実施形態においては、
理解を助けるため図１３に示すような１次元モデルを例として説明を進める。
【００６８】
　図１２は、本第２の実施形態に関わる逆行追跡・再配置・再追跡を含む追跡処理の詳細
な流れを示したフローチャートである。同図に示す処理を実施するように、図１に示した
制御ユニット３１は、時系列２次元画像データに対して運動情報の解析範囲とする一心周
期（ED1～ED2）を設定すると共に、当該一心周期内における収縮末期時相（ES時相）を選
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定する（ステップＳ２１ｂ、Ｓ２２ｂ）。なお、一心周期（ED1～ED2）の設定、ES時相の
選定の手法に特に拘泥されない点は、第１の実施形態と同様である。
【００６９】
　次に、ES時相での内外初期輪郭と、追跡処理の対象とする追跡点とが設定されると（ス
テップＳ２３ｂ）、移動ベクトル処理ユニット１９は、拡張末期時相（ED1時相）に向け
て内外輪郭（すなわち追跡点）を逆行追跡（トラッキング）し、各時相における内外輪郭
を構成点の座標情報を取得する（ステップＳ２４ｂ）。追跡処理の具体的内容は、第１の
実施形態と実質的に同じである（ステップステップＳ２４１ｂ～Ｓ２４５ｂ）。
【００７０】
　次に、移動ベクトル処理ユニット１９は、内膜位置を基準としてその法線方向に外膜輪
郭上での追跡点Epi(ED1,i)を再配置し（ステップＳ２５ｂ）、そこから対応する内膜輪郭
上の追跡点Endo(ED1,i)を結ぶ壁厚方向を2分する位置として、この追跡点に関する中層位
置Mid(ED1,i)を定める（ステップＳ２６ｂ）。ここで、iは複数の内膜位置（及び対応す
る外膜位置）を区別するための添字である。ただし、図１３に示すような１次元モデルの
場合には、再配置後のEpi(ED1,i)は追跡点の番号iが１つしか無いので再配置前と同じ位
置となる。また、内膜位置を規準として外膜位置を再配置したが、再配置の手法がこれに
拘泥されないことは、第１の実施形態で述べた通りである。
【００７１】
　次に、移動ベクトル処理ユニット１９は、ES時相でのEndo(ES,i)を通る線分のうち、内
膜－αの位置と外膜＋αの位置で囲まれる中層の候補点群を定める（ステップＳ２７ｂ）
。ここで、αとしては、ゼロより大きく壁厚の半分より小さな適切な設定値を与えておく
。というのは、１次元の場合、Mid(ED1,i)を通る中層位置はESにてこの線分中の候補点群
の中を必ず通るからである。そして、移動ベクトル処理ユニット１９は、各候補点につい
てES時相からED1時相へ、ステップＳ２４ｂにおいて既に取得している動き情報を利用し
て逆行追跡する（ステップＳ２８ｂ）。その結果、移動ベクトル処理ユニット１９は、ED
1時相にて最もMid(ED,i)に近い位置を通る候補点を実際のES時相での中層位置Mid(ES,i)
として候補点群から採用する。これにより、追跡点iに関するED1時相とES時相の間に存在
する各時相での中層位置は、逆行追跡の過程でこの候補点が通った経路を用いることで定
めることができる。
【００７２】
　ここで注意すべき点は、一般に壁厚はED時相よりもES時相の方が大きいため、複数の候
補点がMid(ED,i)を通る可能性が高いことである。このような場合には、複数の候補の平
均的な位置として中層位置を定めるのが好適である。
【００７３】
　次に、移動ベクトル処理ユニット１９は、ES時相にて定まったMid(ES,i)と再配置後の
外膜に対応するEpi(ES,i)およびEndo(ES,i)を用いて、ES時相からED2時相に向けて追跡し
、１心周期の全ての時相における内外輪郭に関する構成点の座標情報を取得する（ステッ
プＳ２８ｂ）。なお、追跡処理の内容は、ステップＳ２４１ａ～Ｓ２４５ａに示した内容
と実質的に同じである。
【００７４】
　また、この基本的な概念を２次元や３次元に拡張すれば、ES時相で初期輪郭を設定した
場合であっても、ED時相で２分された中層位置を通る追跡経路を得ることが可能となる。
但し、第１の実施形態で示した如く、実際のES時相でのMid(ES,i)と再配置後の外膜に対
応するEpi(ES,i)は、Endo(ES,i)を通る線分を通過する保証は無い。従って、２次元の場
合には、Endo(ES,i)を含む２次元的なある拡がりを持った領域を中層、及び再配置後の外
膜の追跡点が通る候補点群として定め、中層および外膜の両者について上記探索の処理を
行うようにする。同様に３次元の場合には、Endo(ES,i)を含む３次元的なある拡がりを持
った領域を中層および再配置後の外膜の追跡点が通る候補点群として定め、中層および外
膜の両者について上記探索の処理を行うようにすれば良い。
【００７５】
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　以上述べた構成によっても、第１の実施形態で示した利点１（観察の基準となる時相が
ESからＥＤに移ること）、及び利点２（中層の位置がEDで内外位置を２分して追跡される
こと）を含む、第１の実施形態と同様の効果を実現することができる。
【００７６】
　（第３実施形態）
　第１、第２の各実施形態においては、基本的に２次元像の場合における適用例を示した
。しかしながら、本願発明の技術的思想は、３次元像に対して３次元的なST処理を行う場
合に適用しても良い。ここで、３次元像に対して３次元的なST処理を行う処理自体は、例
えば特開２００３－２５０８０４号公報に開示されている。また、この場合に内外膜を分
離したストレインゲージの表示例については特願２００８－１６０７４４等に開示されて
いる。従って、第１の実施形態や第２の実施形態で示した概念を三次元に拡張することで
、３次元像に対して３次元的なST処理を行って内外膜を分離した解析を行う場合であって
も、第１、第２の実施形態と同様の効果を実現することができる。
【００７７】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。具体的な変形例としては、例え
ば次のようなものがある。
【００７８】
　（１）本実施形態に係る各機能は、当該処理を実行するプログラムをワークステーショ
ン等のコンピュータにインストールし、これらをメモリ上で展開することによっても実現
することができる。このとき、コンピュータに当該手法を実行させることのできるプログ
ラムは、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスクなど）、光デ
ィスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、半導体メモリなどの記録媒体に格納して頒布する
ことも可能である。
【００７９】
　（２）各実施形態において述べた一連の処理手続きは、超音波診断装置で得られた少な
くとも１心周期以上に関する心臓の動画データを得て、これをＰＣやワークステーション
などコンピュータに転送し、超音波診断装置とは切り離して行っても良い。あるいは、心
臓の動画データを一旦保存しておいて、超音波診断装置やコンピュータ上で前記保存デー
タを読み出した後で、実施例で紹介した一連の処理を行うことで実施しても良い。
【００８０】
　また、上記各実施形態においては、超音波診断装置を用いて取得された少なくとも１心
周期以上に関する心臓の動画データを用いて、上記運動情報生成機能に従う処理を実行す
る場合を例示した。しかしながら、本発明の技術的思想は、当該例に限定されるものでは
ない。例えば、Ｘ線コンピュータ断層撮影装置、磁気共鳴イメージング装置等に代表され
る超音波診断装置以外の医用画像診断装置を用いて少なくとも１心周期以上に関する心臓
の動画データを用いても、上記各実施形態に従う運動情報生成機能に従う処理を実行する
ことは可能である。さらに、これらの医用画像診断装置によって取得された画像データを
ＰＣやワークステーションなどコンピュータに転送し、医用画像診断装置とは切り離して
行っても良い。
【００８１】
　（３）各実施形態においては、中層を1カ所のみ設定した例を用いたが、心筋の多層構
造に対応付けて中層を２から３カ所設定して、より詳細な壁内運動の解析を行うような応
用を行っても良い。
【００８２】
　（４）対象とする組織につき、心臓の壁以外の例として、周期的に運動する部位や臓器
、或いは血管壁等に適用しても良い。とりわけ頸動脈への適用では、内膜中膜複合体（IM
T）や主に内膜部位で成長するプラークに関する歪み易さの程度を壁内で詳細に分離して
観察することで、動脈硬化の詳細な診断に貢献することも期待される。
【００８３】
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　また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々
の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削
除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８４】
　以上本発明によれば、心臓の内外膜を分離した壁厚変化率をより正確に評価することが
できる超音波診断装置、超音波画像処理装置、医用画像診断装置及び医用画像処理装置を
実現することができる。
【符号の説明】
【００８５】
１…超音波診断装置、１１…超音波プローブ、１３…送信ユニット、１５…受信ユニット
、１７…Ｂモード処理ユニット、１９…移動ベクトル処理ユニット、２１…画像生成ユニ
ット、２３…表示ユニット、３１…制御ユニット（ＣＰＵ）、３７…運動情報演算ユニッ
ト、３９…記憶ユニット、４１…操作ユニット、４３…送受信ユニット

【図１】 【図２】
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